
農業者並びに農地所有者の皆様へお知らせ

利用権設定事業（市町村が作成する農地利用集積計画）での相対による農地賃借は、目指す
べき農地利用の姿を示した「地域計画（目標地図)」に基づく農地中間管理機構（京都府農業
会議）による貸借に移行します。

貸借の受付は、引き続き京丹波町（農林振興課）において行います

従来の相対で行われていた貸借の更新を行う場合、農地の受け手が「地域計画（目標地図)」
に掲載されていれば、引続き農地中間管理機構を介して貸借を行うことができます。掲載が
ない場合でも「地域計画（目標地図)」を見直すことで貸借を行えます。

　　
　　★　令和７年２月20日受付分までは、これまでと同様に相対契約ができます。

  　　★　すでに契約されている相対契約については期間満了日までが有効となります。
　　　★　地域計画策定後の農地の貸借は、農地法第３条に基づく手続きでも行えます。

これまでの農地貸借 地域計画策定後の農地貸借

京丹波町農林振興課（☎0771-82-3808）・京丹波町農業委員会（☎0771-82-38２２）

農地中間管理機構
による貸借

（機構法）

農地中間管理機構による貸借
（機構法）

農業経営強化基盤促進法（基盤法）の改正に伴い「利用権設定事業（いわゆる相対での
農地貸借）」が廃止されたことから令和７年４月（地域計画策定後）からの農地の貸借
は「農地中間管理事業（農地中間管理機構を介した農地貸借）」になります。

相対による貸借
（基盤法）

農地所有者（貸し手） 農地所有者（貸し手）

担い手（受け手） 農業を担う者（受け手）

農地中間
管理機構

農地中間管理機構× 移行廃止



　法改正により従来の相対契約による利用権設定は、廃止
  されます！

　

廃止される利用権設定の申請用紙

令和７年４月からの利用権設定の流れ

貸し手

合　意

借り手

地域での
協議(合意)

地域計画と整合

地域計画の関係者
が集まる運営定例
会等において合意

農業委員会が権利設定
(集積促進計画)案の作
成を市町村経由で農業
会議(中間機構)に要請

市町村が設定案を作成
し農業会議に提出

農業会議が貸し手、借
り手それぞれとの権利
設定計画を決定

市町村長が計画認可し
公告

＋

　農地の貸し借りについて、令和７年度からは、「貸し手」「借り手」と、
「地域の話し合い」による３者合意が必要になります。
　　　　　　　（貸し手と借り手の合意から公告まで、２カ月程度が必要）
　利用権設定は、農業委員会、市町村、農業会議(農地中間管理機構)が間に
入り貸借契約事務を行い、市町村長が認可します。


